
京 都 大 学 事 務 組 織 規 程 新 旧 対 照 表 
改    正    前 改    正    後 

（前 略） 
（組織の構成） 

第２条 本学の事務組織は、法人の経営、大学の

教育研究その他本学の業務の実施に関し必要

な事務を適確に分掌するため、第４条から第９

条までに定めるところにより置かれる組織全

体によって系統的に構成されなければならな

い。 
２ 第４条から第９条までに定めるところによ

り置かれる組織は、それぞれの所掌事務につい

て、企画及び実施するとともに、その状況を自

ら評価して適確化を図り、並びに相互の連絡及

び調整を図り、一体として機能を発揮するよう

にしなければならない。 
（部、課等） 

第３条 部（この条において別表１左欄に掲げる

組織並びに別表２第１欄及び第４欄に掲げる

組織をいう。）は、次項の規定による事務分掌

の基本組織である課等又は掛その他の内部組

織を、その所掌事務の性質に応じて有機的にま

とめ、相互の機能を高めることを目的として編

成するものとする。 
２ （略） 

（事務本部） 
第４条 事務本部に、別表１左欄に掲げる組織を

置き、同欄に掲げる部等に同表右欄に掲げる組

織を置く。 
２ 前項の規定により置く別表１左欄に掲げる

組織のうち部に部長を、オフィスにオフィス長

を、室に室長を、同表右欄に掲げる組織のうち

課に課長を、室に室長を置く。 
３ 前項に定めるもののほか、第１項の規定によ

り置く別表１左欄に掲げる組織のうち部に次

長を、オフィスに副オフィス長を、室に副室長

を置くことができる。 
（中 略） 

第６条の２ 第５条第１項及び前条第１項の規

定にかかわらず、別表第２の２左欄に掲げる部

局に係る共通の事務のうち全学に係るもの及

 
（組織の構成） 

第２条 本学の事務組織は、法人の経営、大学の

教育研究その他本学の業務の実施に関し必要

な事務を適確に分掌するため、第５条から第９

条までに定めるところにより置かれる組織全

体によって系統的に構成されなければならな

い。 
２ 第５条から第９条までに定めるところによ

り置かれる組織は、それぞれの所掌事務につい

て、企画及び実施するとともに、その状況を自

ら評価して適確化を図り、並びに相互の連絡及

び調整を図り、一体として機能を発揮するよう

にしなければならない。 
（部、課等） 

第３条 部（この条において別表２第１欄及び第

４欄に掲げる組織をいう。）は、次項の規定に

よる事務分掌の基本組織である課等又は掛そ

の他の内部組織を、その所掌事務の性質に応じ

て有機的にまとめ、相互の機能を高めることを

目的として編成するものとする。 
 
２ （同 左） 
 
第４条 削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



改    正    前 改    正    後 
び同欄に掲げる部局の事務については、同表右

欄の組織が処理する。 
（中 略） 
（特命事項を処理する組織等） 

第８条 第４条から第６条までに定めるものの

ほか、別表３第１欄に掲げる組織に、同表第２

欄に掲げる総長が特に命ずる事務その他の特

命事項に係る事務を処理させるため、同表第３

欄に掲げる組織又は職を置く。 
２     （略） 

（中 略） 
（職責） 

第１０条 事務本部に置く部の部長、オフィス

長、広報室長、インスティテューショナル・リ

サーチ室長、国際交流室長、不正防止実施本部

事務室長及び事務改革推進室長は、総長及び担

当理事又は副学長の監督の下にそれぞれ部、オ

フィス、広報室、インスティテューショナル・

リサーチ室、国際交流室、不正防止実施本部事

務室及び事務改革推進室の事務を掌理し、監事

支援室長は、監事の監督の下に監事支援室の事

務を掌理し、共通事務部の事務部長は、別表２

第３欄に掲げる部局の長の監督の下に共通事

務部の事務を掌理し、部局事務部及び部局事務

室の長は、当該部局の長の監督の下に当該事務

組織の事務を掌理する。 
２ 次長は、当該部長又は事務部長の職務を助

け、当該事務組織の業務を整理する。 
３      （略） 
４ 副オフィス長、副室長及び副事務長は、当該

オフィス長、室長又は事務長の職務を助け、当

該事務組織の業務を整理する。 
５～１０   （略） 

（学系、学域及び全学教員部の事務） 
第１０条の２ （略） 
２ 総長オフィス又は人事部及び全学教員部の

教員が所属する部局の事務を処理する事務組

織は、当該組織が処理する事務のほか、全学教

員部の事務を併せて処理するものとする。 
３      （略） 

 
 

 
（特命事項を処理する組織等） 

第８条 第５条及び第６条に定めるもののほか、

別表３第１欄に掲げる組織に、同表第２欄に掲

げる総長が特に命ずる事務その他の特命事項

に係る事務を処理させるため、同表第３欄に掲

げる組織又は職を置く。 
２       （同 左） 
 
（職責） 

第１０条 共通事務部の事務部長は、別表２第３

欄に掲げる部局の長の監督の下に共通事務部

の事務を掌理し、部局事務部及び部局事務室の

長は、当該部局の長の監督の下に当該事務組織

の事務を掌理する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 次長は、事務部長の職務を助け、当該事務組

織の業務を整理する。 
３       （同 左） 
４ 副室長及び副事務長は、室長又は事務長の職

務を助け、当該事務組織の業務を整理する。 
 
５～１０    （同 左） 

（学系、学域及び全学教員部の事務） 
第１０条の２  （同 左） 
２ 全学教員部の教員が所属する部局の事務を

処理する事務組織は、当該組織が処理する業務

又は事務のほか、全学教員部の事務を併せて処

理するものとする。 
３       （同 左） 



改    正    前 改    正    後 
（事務本部の所掌事務等） 

第１１条 事務本部に置く組織の所掌事務及び

その分掌は、総長が別に定める。 
（共通事務部の所掌事務等） 

第１２条 共通事務部における所掌事務及びそ

の分掌は、部局の事務については別表２第３欄

に掲げる部局の長及び同表第４欄に掲げる部

局事務部及び部局事務室の長と、学系又は学域

の事務については当該関係学系又は学域の長

並びに当該学系又は学域の事務を処理する部

局事務部及び部局事務室の長と協議等のうえ

当該共通事務部の事務部長が定めるものとす

る。 
（部局事務部の所掌事務等） 

第１３条 部局事務部又は部局事務室における

所掌事務及びその分掌は、部局の事務について

は当該部局事務部又は部局事務室が事務を所

掌する部局の長が、学系又は学域の事務につい

ては当該関係学系又は学域の長並びに当該学

系又は学域の事務を処理する共通事務部の事

務部長と協議等のうえ当該部局事務部又は部

局事務室の長（部局事務室に部局事務室の長が

置かれていない場合にあっては、当該部局事務

室が事務を所掌する部局の長）が定める。ただ

し、部局の事務について、別表２第３欄に複数

の部局が掲げられている部局事務部にあって

は当該関係部局長と協議等のうえ定めるもの

とする。 
第１４条 前２条に定めるもののほか、別表５左

欄の部局の事務のうち、当該部局が担う全学的

支援等の業務に係る企画立案等の事務につい

ては、同表右欄の組織が支援するものとする。 
（中 略） 

   附 則 
１ この規程は、平成２５年４月１日から施行す

る。ただし、第１２条を削除する規定中第１４

項を削除する規定は、平成２５年７月１日から

施行する。 
２ 改正後の第８条の規定は、令和８年３月３１

日限り、その効力を失う。 

 
第１１条 削除 
 
（共通事務部の所掌事務等） 

第１２条 
 
 
 
 
 
 
 
 
（部局事務部の所掌事務等） 

第１３条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１４条 削除 
 
 
 
 

 附 則 
この規程は、平成２５年４月１日から施行す

る。ただし、第１２条を削除する規定中第１４項

を削除する規定は、平成２５年７月１日から施行

する。 
 
 

（同 左） 

（同 左） 



改    正    前 改    正    後 
 （中 略） 
 
 
別表１（第４条関係） 

部等 課等 
総長オフィス ― 
プロボストオフ

ィス 
― 

CFOオフィス ― 
広報室 ― 
インスティテュ

ーショナル・リサ

ーチ室 

― 

国際交流室 ― 
学務部 学生課 

厚生課 
教務企画課 
入試企画課 
国際教育交流課 
留学生支援課 
共通教育推進課 

人事部 人事企画課 
労務課 
職員育成課 

情報部 情報推進課 
情報基盤課 
DX推進室 

会計管理部 監理課 
経理課 

施設部 施設企画課 
環境安全保健課 
整備課 
管理課 
プロパティ運用課 

コンプライアン

ス部 
調査室 
法務室 
人権室 

監事支援室 ― 
不正防止実施本

部事務室 
― 

 

附 則（令和８年達示第７号） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

別表１ 削除 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改    正    前 改    正    後 
事務改革推進室 ― 
別表２（第５条、第６条関係） 
１ 共通

事務部 
２ 課 ３ 部

局 
４ 部局事

務部・事務

室 

５ 課 

 
 

    

北部構内 
事務部 

総務課 
管理課 
経理課 
施設安全

課 
教務・図

書課 

 
 

  

フィー

ルド科

学教育

研究セ

ンター 

フィールド

科学教育研

究センター

事務部 

― 

ヒト行

動進化

研究セ

ンター 

ヒト行動進

化研究セン

ター事務部 

― 

 
 

    

別表２の２（第６条の２関係） 
部局 事務組織 

国際高等教育院 学務部 
大学院教育支援機構  
（中 略） 

別表３（第８条関係） 
１ 組織 ２ 特命事項 ３ 設置

組織・職 
４ 必要事

項を定める

者 
学務部 国際・共通教育

の推進に係る事

務に関し、学務

部長を助け、及

び管理するこ

と。 

学務部国

際・共通教

育担当部

長 

学務部長 

学生等の就職活

動支援及びキャ

リア形成に関す

る支援に係る事

学務部学

生課就職

支援事務

室長 

学務部学生

課長 

 

別表２（第５条、第６条関係） 
１ 共通

事務部 
２ 課 ３ 部

局 
４ 部局事

務部・事務

室 

５ 課 

 
 

    

北部構内 
事務部 

総務課 
管理課 
経理課 
施設安全

課 
教務・図

書課 

 
 

  

 
 
 
 
 

  

ヒト行

動進化

研究所 
 

ヒト行動進

化研究所事

務部 

― 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

別表３（第８条関係） 
１ 組織 ２ 特命事項 ３ 設置

組織・職 
４ 必要事

項を定める

者 
    

   
   

    
   
   

    
 
 
 

   

（略） （同 左） 

（略） （同 左） 

（略） （同 左） 

（同 左） 



改    正    前 改    正    後 
務に関し、学生課

長を助け、及び管

理すること。 
大学院教育支援

機構に係る事務

に関し、必要な企

画立案及び連絡

調整を行うこと。 

大学院教

育支援機

構企画担

当部長 

大学院教育

支援機構長 

人事部 人事制度に係る

事務に関し、人

事企画課長を助

け、及び管理す

ること。 

人事部人

事企画課

人事戦略

室長 

人事部人事

企画課長 

ダイバーシティ

の推進に係る事

務に関し、職員

育成課長を助

け、及び管理す

ること。 

人事部職

員育成課

ダイバー

シティ推

進室長 

人事部職員

育成課長 

事務職員等のキ

ャリアパスに係

る事務に関し、

職員育成課長を

助け、及び管理

すること。 

人事部職

員育成課

人材育成

室長 

人事部職員

育成課長 

施設部 施設整備計画に

関し、施設企画課

長を助け、及び管

理すること。 

施設部施

設企画課

整備計画

室長 

施設部施設

企画課長 

コンプラ

イアンス

部 

リスクの分析及

び管理並びに危

機管理関係規

則、行動計画等

の策定に係る事

務に関し、コン

プライアンス部

長を助け、及び

管理すること。 

コンプラ

イアンス

部企画管

理主幹 

コンプライ

アンス部長 

本部構内

（文系）共

本部構内（文系）

共通事務部長が

本部構内

（文系）共

本 部 構 内

（文系）共

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本部構内

（文系）共

本部構内（文系）

共通事務部長が

本部構内

（文系）共

本 部 構 内

（文系）共



改    正    前 改    正    後 
通事務部 命ずる特定の事

業に係る事務に

関し、本部構内

（文系）共通事

務部長を助け、

及び管理するこ

と。 

通事務部

事業推進

担当課長 

通事務部長 

 
 

  

 
 

   

別表４（第９条関係） 
事務組織 設置組織・職 

課長補 佐

又は室 長

補佐 

事 務

長 補

佐 

専門

員 
掛 及

び 掛

長 

専 門

職員 
主任 

事務本部の

部、共通事

務部及び部

局事務室 

  ○ ○ ○ ○ 

部局事務部  ○ ○ ○ ○ ○ 
オフィス   ○ ○ ○ ○ 
第４条から

第６条まで

に定める課

及び室 

○  ○ ○ ○ ○ 

別表５（第１４条関係） 
部局 事務組織 

学生総合支援機構 学務部学生課 
大学文書館 総長オフィス 
学際融合教育研究推進

センター 
プロボストオフィス 

学術情報メディアセン

ター 
情報部情報推進課 

男女共同参画推進本部 人事部職員育成課 
（後 略） 

  

通事務部 命ずる特定の事

業に係る事務に

関し、本部構内

（文系）共通事

務部長を助け、

及び管理するこ

と。 

通事務部

事業推進

担当課長 

通事務部長 

 
 

  

 
 

   

別表４（第９条関係） 
事務組織 設置組織・職 

課長補佐

又は室長

補佐 

事 務

長 補

佐 

専門

員 
掛 及

び 掛

長 

専 門

職員 
主任 

共通事務部

及び部局事

務室 
 

  ○ ○ ○ ○ 

部局事務部  ○ ○ ○ ○ ○ 
       
第５条及び

第６条に定

める課及び

室 

○  ○ ○ ○ ○ 

別表５ 削除 

 

（略） （同 左） 

（略） （同 左） 


